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「福島県動物愛護管理推進計画」の見直しについて

平成２６年２月２４日
福島県食品生活衛生課

１ これまでの経緯と見直しの背景

「福島県動物愛護推進懇談会」（H13年度設置） ～ 県民の意見の事業への反映

（動物愛護に関わる気風の変化）

（＊ H20.3の策定からも５年経過）

２ 国が定めた「基本指針」（平成25年8月策定）の見直しについて

＜見直しの主なポイント＞

（１）計画期間は、原則として平成 26 年４月１日から平成 36 年３月 31日までの 10
年間とする。また、平成 30年を目途として見直しを行う。

（２）平成 35年度の犬猫の引取り数は、平成 16年度比 75％減を目指すこと。
（３）動愛法改正による動物取扱業者に対する規制強化を踏まえて、動物取扱業のよ

り一層の適正化を図るため、新たな制度を着実に運用すること。

（４）実験動物や産業動物については、「動物福祉」の考え方に対応した飼養管理の

普及啓発を進めていく必要がある。

（５）非常災害時対策の観点から、所有者明示、特に、マイクロチップの普及を推進

すること。

また、緊急災害時には、関係機関等の連携協力の下に迅速・安全かつ適切な措

置が行われるよう、地域性・災害の種類に応じた準備体制を平素から確保して

おく必要があること。

平成１７年６月、議員立法により改正動物愛護管理法が交付され、平成１８

年６月１日より施行された。（２年間の経過措置あり）

① 国は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための「基本

指針」を定めることとされた。（動物愛護管理法第５条第１項）

② 都道府県は、国の定めた「基本指針」に即して、動物の愛護及び管理に関す

る施策を推進するための計画を定めることとされた。（同法第６条第１項）

H20.3 県は、国が定めた「基本指針」（H18.10告示）に即して、「福島県動物

愛護管理推進計画」を策定（５年を目途に見直し）。

H25.8 国は、動物愛護管理法の改正（H24.9）に伴い、「基本指針」の

見直しを実施。

「福島県動物愛護管理推進計画」の見直しを行い、改めて、動物の適正飼養、

動物愛護思想の普及啓発を図り、人と動物の調和のとれた共生社会を実現する。
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３ 「福島県動物愛護管理推進計画」（平成20年3月策定）の見直しについて

上記の国が定めた改正「基本方針」の内容を踏まえて、以下のとおり「福
島県動物愛護管理計画」の見直しを実施する。

（１）見直しに係る基本的な考え方

① 県民の視点で、わかりやすい項目立てとする。

② 施策等の数値目標は、成果指標のみで表し、中間目標値（平成３０年度）と最終

目標値（平成３５年度）を設定する。

また、施策の評価は、策定５年後（平成３０年）及び計画の終期（平成３５年度）

に実施する。

③ 災害時における所有者（飼い主）責任を基本とした同行避難等について、明記

する。

（２）計画の構成図（案）

○動物愛護法の改正（H24.9) 人
○基本指針の改正（H25.8） と

◆動物愛護思想の普及 動
◆動物の適正飼養の推進 物
◆譲渡事業及び飼い主探し支援事業 と

①これまでの取組と改定の趣旨 ◆人材育成の充実 の
②計画の期間 ◆連携と協働の推進 調
H26.4.1～H36.3.31 ◆動物取扱業者等に対する立入指導 和

③計画の対象地域 ◆実験動物の適正な取扱の推進 の
県全域（中核市を含む） ◆産業動物の適正な取扱の推進 と

④計画の進行管理 ◆災害発生時の救護対策の推進 れ
「福島県動物愛護推進懇談 た
会」での意見の反映 共

⑤動物愛護管理の施策を推進 生
するための基本方針 【１０年後の数値目標】・・・９項目 社

⑥県民の役割と事業者、行政 会
の責務 ⑩ 体制の整備 の

⑦現状と課題を踏まえた施策 ◆実施体制 実
等の方向 ◆関係機関・団体との連携体制 現

福島県動物愛護管理推進計画の見直し（案）

⑧具体的な施策の展開

⑨ 目標の設定

計画の基本的考え方


